
規

則

福
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
教
育
委
員
会
等
に
委
任
す
る
規
則
、
平
成

二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
、
納
入
期

限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
八
号

福
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
を
教
育
委
員
会
等
に
委
任
す
る

規
則

福
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
号)

第
五
条
に
規
定
す
る
知
事

の
権
限
の
う
ち
、
教
育
委
員
会
の
所
掌
す
る
事
務
に
係
る
知
事
の
権
限
に
あ
っ
て
は
教
育
委
員
会
に
、

公
安
委
員
会
の
所
掌
す
る
事
務
に
係
る
知
事
の
権
限
に
あ
っ
て
は
警
察
署
長
に
委
任
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
規
則
第
四
十
九
号

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料

等
の
免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の
免
除
、

納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第
六
十
二
号)

別
表
第
一
の
百
十

四
の
項
上
欄
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
下
欄
に

規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
と
す
る
。

区

分

手

数

料

一

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例(

昭
和
四
十
四
年

浴
場
業
許
可
申
請
手
数
料

福
島
県
条
例
第
五
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
浴
場
業
の
許
可
の
申
請
者

二

福
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施

動
物
取
扱
業
登
録
申
請
手
数
料

行
条
例(

昭
和
五
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
八
号)

第
三
条
第
一
項
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
動
物
取
扱

業
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三

福
島
県
興
行
場
法
施
行
条
例(

昭
和
五
十
九
年
福

興
行
場
営
業
許
可
申
請
手
数
料

島
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
興
行
場
営
業(

臨
時
興
行
場
及
び
仮
設
興
行
場

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

四

福
島
県
介
護
保
険
法
施
行
条
例(

平
成
十
一
年
福

介
護
老
人
保
健
施
設
変
更
許
可
手
数

島
県
条
例
第
六
十
四
号)

第
一
条
の
表
七
の
項
に
規

料

定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
変
更(

構
造
設
備
の

変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。)

の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

五

福
島
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例(

平
成
十

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
検
査
手
数
料

二
年
福
島
県
条
例
第
七
十
三
号)

第
三
条
第
一
項
の

表
一
の
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例(

平
成
十
二
年
福

飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

島
県
条
例
第
八
十
号)

別
表
第
三
の
一
の
項
に
規
定

す
る
飲
食
店
営
業
の
許
可
の
申
請
者

七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
二
の

喫
茶
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

項
に
規
定
す
る
喫
茶
店
営
業
の
許
可
の
申
請
者
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○
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八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
三
の

菓
子
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

項
に
規
定
す
る
菓
子
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
四
の

あ
ん
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

項
に
規
定
す
る
あ
ん
類
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
五
の

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業
許
可
申

項
に
規
定
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業
の
許
可

請
手
数
料

の
申
請
者

十
一

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
六

乳
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
乳
処
理
業
の
許
可
の
申
請
者

十
二

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
七

特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
許
可
申
請
手

の
項
に
規
定
す
る
特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
の
許
可
の

数
料

申
請
者

十
三

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
八

乳
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

十
四

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
九

集
乳
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
集
乳
業
の
許
可
の
申
請
者

十
五

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
十

乳
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

の
項
に
規
定
す
る
乳
類
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者

十
六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
十

食
肉
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

一
の
項
に
規
定
す
る
食
肉
処
理
業
の
許
可
の
申
請
者

十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
十

食
肉
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

二
の
項
に
規
定
す
る
食
肉
販
売
業
の
許
可
の
申
請
者

十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
十

食
肉
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

三
の
項
に
規
定
す
る
食
肉
製
品
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
十

魚
介
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

四
の
項
に
規
定
す
る
魚
介
類
販
売
業
の
許
可
の
申
請

者
二
十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
十

魚
介
類
競
り
売
り
営
業
許
可
申
請
手

五
の
項
に
規
定
す
る
魚
介
類
競
り
売
り
営
業
の
許
可

数
料

の
申
請
者

二
十
一

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手

十
六
の
項
に
規
定
す
る
魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
の
許

数
料

可
の
申
請
者

二
十
二

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
許
可
申
請

十
七
の
項
に
規
定
す
る
食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
の

手
数
料

許
可
の
申
請
者

二
十
三

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

食
品
の
放
射
線
照
射
業
許
可
申
請
手

十
八
の
項
に
規
定
す
る
食
品
の
放
射
線
照
射
業
の
許

数
料

可
の
申
請
者

二
十
四

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

清
涼
飲
料
水
製
造
業
許
可
申
請
手
数

十
九
の
項
に
規
定
す
る
清
涼
飲
料
水
製
造
業
の
許
可

料

の
申
請
者

二
十
五

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
許
可
申
請
手
数

二
十
の
項
に
規
定
す
る
乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
の
許
可

料

の
申
請
者

二
十
六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

氷
雪
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
一
の
項
に
規
定
す
る
氷
雪
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

二
十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

氷
雪
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
二
の
項
に
規
定
す
る
氷
雪
販
売
業
の
許
可
の
申

請
者

二
十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

食
用
油
脂
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
三
の
項
に
規
定
す
る
食
用
油
脂
製
造
業
の
許
可

の
申
請
者

二
十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ
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二
十
四
の
項
に
規
定
す
る
マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー

製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

ト
ニ
ン
グ
製
造
業
の
許
可
の
申
請
者

三
十

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の
二

み
そ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

十
五
の
項
に
規
定
す
る
み
そ
製
造
業
の
許
可
の
申
請

者
三
十
一

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

し
ょ
う
ゆ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
六
の
項
に
規
定
す
る
し
ょ
う
ゆ
製
造
業
の
許
可

の
申
請
者

三
十
二

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

ソ
ー
ス
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
七
の
項
に
規
定
す
る
ソ
ー
ス
類
製
造
業
の
許
可

の
申
請
者

三
十
三

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

酒
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
八
の
項
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

三
十
四

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

豆
腐
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

二
十
九
の
項
に
規
定
す
る
豆
腐
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

三
十
五

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

納
豆
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

三
十
の
項
に
規
定
す
る
納
豆
製
造
業
の
許
可
の
申
請

者
三
十
六

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

め
ん
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

三
十
一
の
項
に
規
定
す
る
め
ん
類
製
造
業
の
許
可
の

申
請
者

三
十
七

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

総
菜
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

三
十
二
の
項
に
規
定
す
る
総
菜
製
造
業
の
許
可
の
申

請
者

三
十
八

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業
許
可
申

三
十
三
の
項
に
規
定
す
る
缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造

請
手
数
料

業
の
許
可
の
申
請
者

三
十
九

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
三
の

添
加
物
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

三
十
四
の
項
に
規
定
す
る
添
加
物
製
造
業
の
許
可
の

申
請
者

四
十

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料

関
す
る
法
律
施
行
条
例(

昭
和
五
十
九
年
福
島
県
条

例
第
五
十
七
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
一
の
項

に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
者(

三
月
以
内
の
期
間
を

限
っ
て
営
む
営
業
に
係
る
許
可
の
申
請
者
を
除
く
。)

四
十
一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
二
十
二
条
の
表
六
の
項

に
規
定
す
る
承
認
の
申
請
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
規
則
第
五
十
号

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則(

昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る｣

を｢

関
す
る
保
護
の
決
定
及
び
実
施
の
状
況
に

つ
き
知
事
が
別
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る｣

を｢

前
条
に
規
定
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る｣

を｢

前
条
に
規
定
す
る｣

に
、｢

第
九
号
様
式｣

を｢

第
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
四
条
中｢

第
十
号
様
式｣

を｢

第
二
号
様
式｣

に
、｢

第
十
一
号
様
式｣

を｢

第
三
号
様
式｣

に

改
め
る
。

第
五
条
第
一
号
中｢

第
十
二
号
様
式｣

を｢

第
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
十
三
号

様
式｣

を｢

第
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

第
十
五
号
様
式｣

を｢

第
六
号
様
式｣

に
改

め
る
。

第
六
条
中｢

第
十
六
号
様
式｣

を｢

第
七
号
様
式｣

に
、｢

第
十
七
号
様
式｣

を｢

第
八
号
様
式｣

に
、｢
第
十
八
号
様
式｣

を｢

第
九
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢
第
三
十
条
第
一
項｣

を｢

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書｣

に
、｢

第
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
十
号
様
式｣
に
改
め
る
。

第
九
条
中｢
第
二
十
号
様
式｣

を｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢
第
二
十
四
号
様
式｣

を｢

第
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
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二
十
五
号
様
式｣

を｢

第
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中｢

第
二
十
七
号
様
式｣

を｢

第
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
を
削
る
。

第
十
五
条
中｢

第
三
十
三
号
様
式｣

を｢

第
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
六
条
中｢

第
三
十
四
号
様
式｣

を｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

第
三
十
五
号
様
式｣

を｢

第
十
七
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第

三
十
六
号
様
式｣
を｢

第
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
の
三
ま
で
を
削
り
、
第
九
号
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
第
十
号
様

式
を
第
二
号
様
式
と
し
、
第
十
一
号
様
式
を
第
三
号
様
式
と
し
、
第
十
二
号
様
式
を
第
四
号
様
式
と
し
、

第
十
三
号
様
式
を
第
五
号
様
式
と
し
、
第
十
四
号
様
式
を
削
り
、
第
十
五
号
様
式
を
第
六
号
様
式
と
し
、

第
十
六
号
様
式
を
第
七
号
様
式
と
し
、
第
十
七
号
様
式
を
第
八
号
様
式
と
し
、
第
十
八
号
様
式
を
第
九

号
様
式
と
す
る
。

第
十
九
号
様
式
中｢第

30条
第
１
項
｣

を｢第
30条
第
１
項
た
だ
し
書
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十

号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
し
、
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中｢

(第
11条
関
係
)
｣

を｢
(第
10条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
二

号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中｢

(第
11条
関
係
)
｣

を｢
(第
10条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
三

号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
六
号
様
式
を
削
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中｢

(第
12条
関
係
)
｣

を｢
(第
11条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
四

号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
八
号
様
式
か
ら
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
三
十
三
号
様
式
中｢

(第
15条
関
係
)
｣

を｢
(第
12条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
五

号
様
式
と
す
る
。

第
三
十
四
号
様
式
中｢

(第
16条
関
係
)
｣

を｢
(第
13条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
六

号
様
式
と
す
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中｢

(第
17条
関
係
)
｣

を｢
(第
14条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
七

号
様
式
と
す
る
。

第
三
十
六
号
様
式
中｢
(第
17条
関
係
)
｣

を｢
(第
14条
関
係
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
八

号
様
式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
号
様
式
の
改
正
規

定(
｢第
30条
第
１
項
｣

を｢第
30条
第
１
項
た
だ
し
書
｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
第
九
号

様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
十
五
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
四
号
様
式
、

第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
、
第
三
十
三
号
様
式
及
び
第
三
十
四
号
様
式
か
ら
第
三
十
六

号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

社
会
福
祉
課)
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